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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２５年９月５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗客負傷 

発生日時 平成２４年７月８日（日） １０時４０分ごろ 

発生場所 沖縄県本部
も と ぶ

町水納
み ん な

島北東方沖 

 水納島灯台から真方位０５３°１,６００ｍ付近 

 （概位 北緯２６°３９.３′ 東経１２７°５０.０′） 

事故調査の経過  平成２４年１２月３日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

海上タクシー マーメイド Ⅴ
ファイブ

、３.６トン 

 ２９６－２４３８５沖縄、有限会社マーメイド 

 ９.９８ｍ（Lr）×３.０６ｍ×１.０８ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、１６５.５０kＷ、平成２１年５月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４３歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録 日 平成１６年８月１９日 

  免許証交付日 平成２１年５月２１日 

         （平成２６年８月１８日まで有効） 

乗客Ａ 女性 ３０歳 

乗客Ｂ 男性 ３１歳 

 死傷者等 重傷 ２人（乗客Ａ及び乗客Ｂ） 

 損傷 なし 

 事故の経過  本船は、船長ほか１人が乗り組み、乗客９人を乗せ、本部町渡久地
と ぐ ち

港を出港して水納島に向け、水納島北東方沖を西南西進していた。 

本船は、遊漁船（旅客船）として登録されているが、主として海上

タクシーとして使用されており、乗客Ａ及び乗客Ｂが、船首甲板中央

部に置かれていた木製長椅子に左舷方を向いて座っていた。 

船長は、大波が来たときに速力を落とすつもりで対地速力約２０ノ

ット（kn）で航行していたところ、波高約２.５ｍの大波が近づいて

いることに気付き、主機の回転数を下げたが、船体が上下に動揺し、

平成２４年７月８日１０時４０分ごろ、乗客Ａ及び乗客Ｂが、座席か

ら浮いて離れたのち、長椅子が右舷側に倒れ、床に落下して負傷し

た。 
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本船は、水納島の方が近かったので、本部町水納港に入港し、乗客

Ａ及び乗客Ｂは、船舶所有会社の担当者によって定期船で渡久地港へ

移送されたのち、車で病院に搬送され、それぞれ腰椎圧迫骨折と診断

された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 西、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 ０.８ｍ、潮汐 下げ潮の初期 

 その他の事項 

 

乗客Ａ及び乗客Ｂの座った長椅子の周囲には、手すりはなく、座席

ベルトなども設置されていなかった。 

船舶所有者は、安全管理規程を届け出ており、運航基準に定められ

た本船の航海速力は１２kn であった。 

乗船者は、全員が救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 本船は、水納島北東方沖を西南西進中、船長が、大波が来れば減速

することとし、対地速力約２０kn で航行していたことから、波高約

２.５ｍの波に気付き、主機の回転数を下げたが、波によって船体が

上下に動揺した際、乗客Ａ及び乗客Ｂが、座席から浮いて離れたの

ち、床に落下して負傷したものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、水納島北東方沖を西南西進中、船長が、大波が

来れば減速することとし、対地速力約２０kn で航行していたため、波

高約２.５ｍの波に気付き、主機の回転数を下げたが、波によって船

体が上下に動揺した際、乗客Ａ及び乗客Ｂが、座席から浮いて離れた

のち、床に落下したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・波のある場所では、船体動揺を軽減できる速力で航行すること。 

 ・運航基準を遵守すること。 

 

 

 


